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第Ⅵ章 手続 

 

１   給水装置工事の手続き 

給水装置の新設、改造、修繕、撤去工事は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認 

を受けなければならない。（給水条例第 5 条） 

本章では、給水装置工事の申込みから当該工事が完了するまでの手続きについて、述べ

るものである。 

１.１ 指定工事業者が施行する給水装置工事 

１ 事務処理の流れ 

       事務処理の流れは、給水装置工事業務フロー図（図Ⅵ-1-1、図Ⅵ-1-2）のとおり

である。 

２ 給水装置工事の申込み 

        指定工事業者における給水装置工事の申込みは次の事項による。 

（１）給水を受けようとする申請者が指定工事業者を選定し、申請者と指定工事業者と

で工事契約を交わす。 

（２）指定工事業者は、工事申込みに必要なすべての図書を申請者に説明の上作成し、

管理者に申し込む。 

（３）申込みに際しての提出図書は、次のとおりとする。 

     ① 「給水装置工事申込認可申請書」（給水条例施行規程第１号様式） 

② 「給水装置設計 平面図・立面図」（給水条例施行規程第 4 号様式その 1） 

     ③ 「給水装置工事使用材料一覧表」（給水条例施行規程第 5 号様式） 

        ④ 「給水装置使用申込書兼中止届出書（新設・改造）」（給水条例施行規程第 9

号様式） 

     ⑤ 案内図 

⑥ その他管理者が必要と認めたもの 

３ 直結増圧式給水工事の申込み 

     直結増圧式給水の申請者等は、「第Ⅱ章 6.2 直結増圧式」よるものとする。 

（１）申請者等は、給水装置工事の申込み申請を行う前に、「直結増圧式給水装置事前

協議申請書」（施行指針様式第 2 号）及び必要添付図書を管理者に提出し、事前協

議を行うこと。 

（２）事前協議を受けた管理者は、直結増圧式給水の可否を調査し「直結増圧給水装置

設置事前協議回答書」（施行指針様式第 3 号）をもって可否について回答する。 

（３）申請者等は、可否の結果に基づいて給水方式の決定を含む当該給水装置の設計を

行わなければならない。 

（４）申込みに際しての提出図書は次のとおりとする。 

      ① 「直結増圧式給水装置事前協議申請書」（施行指針様式第 2 号）（事前協議に



Ⅵ-1-2 

 

際して提出、管理者受理のものを添付） 

     ② 「直結増圧給水装置事前協議回答書」（施行指針様式第 3 号）の写し 

     ③ 「直結増圧式給水装置設置申請書」（施行指針様式第 4 号） 

     ④ 「直結増圧式給水装置調書」（施行指針様式第 5 号） 

⑤ 「直結増圧給水に関する承諾書（新設・既設）」（施行指針様式第 6 号） 

⑥ 水理計算書 

     ⑦ その他「2 給水装置工事の申込み」に準ずる。 

４  受水槽式水道工事の申込み 

（１）受水槽水道工事の申込みに際しての提出書類は、次のとおりとする。 

     ① 「貯水槽水道（設置・変更・撤去）届」（施行指針様式第 8 号） 

② 「特殊集団住宅認定申請書」（特殊住宅規程第 1 号様式）（集合住宅の場合） 

③ 「特殊集団住宅に対する給水の特別措置委託契約書」（特殊住宅規程第 2 号様

式）（集合住宅でメーター設置の場合） 

     ④ 受水槽以下設備系統図 

     ⑤ 水理計算書 

     ⑥ 受水槽までの給水装置については、「2 給水装置工事の申込み」に準ずる。 
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図Ⅳ-1-1 給水装置工事（新設・改造・撤去）業務フロー図 
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図Ⅳ-1-2 私設補助管工事（開発行為含む）業務フロー図 

　…　必要に応じたフロー

道路使用申請 交通管理者

分岐工事

道路管理者

現地調査

私設補助管工事（開発行為含む）業務フロー図

指定工事業者 甲府市上下水道局 その他

工事依頼

道路占用申請

事前協議資料作成

・私設補助管工事
・開発行為
　　　　　事前協議

調査・回答

工事申請 設計審査

道路占用申請

工事検査（現場）
竣工図書整理・保管

完成図
修正等

メータ設置等を伴う場
合は、「給水装置工事
（新設・改造・撤去）業
務フロー」による。

設計審査
手数料

工事検査
手数料

新設工事
手数料

配水管受贈手続き

工事着工

工事立会い

水圧、掘削検査

自主検査

工事検査申請

工事検査

手数料　納入

納付書

納付

市道・県道・国道

占用許可

使用許可

事前協議申請

回答（承諾書）

配水管として寄付の場合

配水管として寄付の場合



Ⅵ-1-5 

 

１.２ 受付及び承認 

１ 一般事項 

（１）申込みの受付日及び受付時間は、原則として月曜日から金曜日（年末、年始、祝

日を除く）までの午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までとする。 

（２）「給水装置工事申込認可申請書」（給水条例施行規程第 1 号様式）等の審査は、通

常１週間程度とする。 

（３）記載事項、押印及び添付書類等に不備のあるもの、または、具体的な計画のない

工事は受理しない。 

（４）審査過程において不備を発見した場合は、速やかに修正するよう連絡するととも

に、修正するまで承認を保留する。 

（５）「給水装置工事申込認可申請書」（給水条例施行規程第 1 号様式）等の受付から承

認までの日数は、通常 1 週間程度とする。 

（６）承認後は、「給水装置工事申込認可申請書」（給水条例施行規程第 1 号様式）等は

管理者が保管し、持ち出しは禁止する。 

２ 手数料等の徴収 

設計審査手数料、工事検査手数料、新設工事手数料及び加入金は、管理者による設 

計審査完了後に、発行される納付書をもって徴収する。 

３ 審査事項 

     管理者は、申込み書類が提出されたとき「第Ⅴ章 1 設計審査及び 2 給水装置の構

造及び材質の確認」に従い審査し受理する。 

 

１.３  現場調査 

     管理者は、必要に応じて現場調査を行い、給水装置工事設計図書との照合を行う。 

 

１.４ 工事の施工 

   １ 管理者の審査後、承認を得たものは工事を着手することができる。 

   ２ 配水管からの分岐または撤去を要する工事は、事前に「給水管工事分水立会い申

込書」（施行指針様式第 1 号）に記入し、管理者と施工日時の調整を行う。 

 

１.５ 工事の竣工 

   １ 工事完了後「第Ⅴ章 3.1 指定工事業者の自主検査」に従い指定工事業者による自

主検査を行う。 

   ２ 自主検査合格後、速やかに工事検査を申し込む。 

   （１）工事検査申込みの提出書類は、次のとおりとする。なお、提出は、工事検査日

の前日午後 4 時までとする。 

     ① 「給水装置工事検査願届」（給水条例施行規程第 7 号様式） 

② 「給水装置完成 平面図・立面図」（給水条例施行規程第 4 号様式その 2） 
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③ 「給水装置工事使用材料一覧表」（給水条例施行規程第 5 号様式） 

④ 「給水装置工事検査確認表」（施行指針様式第 11 号） 

⑤ 工事写真 

   （２）工事検査申込みに際する審査事項 

        管理者は、工事検査申込み書類が提出されたとき「第Ⅴ章 3.4 工事検査の実施」

に従い審査し受理する。 

   （３）工事検査手数料 

工事検査手数料及び新設工事手数料は、設計審査手数料と同一納付書にて、設計

審査完了後徴取する。 

 

１.６ メーターの出庫 

    給水装置の新設や改造工事に伴い、「給水装置使用申込書兼中止届出書（新設・改造）

届」（給水条例施行規程第 9 号様式）が提出された際、完成検査（現場検査）時に、メ

ーターを出庫する。 

   

１.７ 完成検査（現場検査） 

   １ 提出された「給水装置工事検査願届」（給水条例施行規程第 7 号様式）及び完成図、

材料表に基づき、当該給水装置工事現場にて完成検査を行う。 

   ２ 完成検査には、当該給水装置工事を専任した給水装置工事主任技術者が必ず立ち

会う。 

   ３ 完成検査に際しての検査事項は「第Ⅴ章 3.4 工事検査の実施」に従い検査する。 

   ４ 完成検査で不合格の場合は、速やかに改善し、再検査を行う。 

     ５ 完成検査に合格したものは、「給水装置工事完成届」（給水条例施行規程第 8 号様

式）を提出する。 

 

１.８ 道路占用許可申請等、監督官庁への諸届  

１ 道路占用許可申請手続 

道路下（公道）に給水管を布設又は道路下に布設されている給水管を撤去する工 

事を行う場合は、道路法第 32 条の定めにより、事前に道路管理者に対し、道路占用 

許可申請を行い、その許可を受けなければならない。 

市道及び県道、国道の占用手続きは、当該給水装置工事の申請者から委任を受け 

た指定給水装置工事事業者がこの事務を行う。その際の手続きは、以下のとおりで 

ある。 

（１）申込み方法 

給水装置工事の申込みの際、次の関係書類を管理者へ提出する。 

（２）占用許可関係書類の作成 

占用許可関係書類（申請書、完成届等）及び道路使用許可申請書は、原則とし
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て指定給水装置工事事業者が作成する。 

なお、占用許可関係の書類の備考欄には、指定工事業者名、所在地、電話番号

を記入する。 

（３）道路占用工事完成届 

管理者が占用許可手続きを行うが、完成届の提出の際、原則として給水装置工

事主任技術者を同行させる。 

（４）道路占用許可を取消す場合等 

道路占用許可手続後、当該工事の占用許可を取り消す場合又は工事期間等の変

更を行う場合の書類の作成は、指定給水装置工事事業者が行う。 

２ 給水管分岐及び撤去工事施工時の検査 

給水管の分岐工事又は撤去工事時に立会い検査を行う。この場合の取扱いは「第

Ⅴ章 3.4 工事検査の実施」による。 

 ３ 他の埋設物に対する措置 

指定給水装置工事事業者は、工事箇所にガス管、電線及び電話線などが埋設され

ていて、工事上の措置又は工事施工後の防護などに特別な配慮を払う必要があると

思われるときは、それぞれの管理者に連絡し立会いを求めること。 

４ 仮復旧又は竣工後の道路陥没等の対応 

道路陥没等が発生した場合、管理者は指定給水装置工事事業者へ連絡し、対応に 

当たらせる。 
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２  工事変更等の取扱い 

２.１ 工事内容の変更 

給水装置工事の承認を受けた者が当該承認に係る給水装置工事を変更しようとする 

とき、又は設計審査を受けた者が当該設計審査に係る事項を変更しようとするときは、 

あらかじめ提出した「給水装置設計 平面図・立面図」（給水条例施行規程第 4 号様式）

及び「給水装置工事使用材料一覧表」（給水条例施行規程第 5 号様式）を訂正し管理者

に提出しなければならない。 

 

２.２ 工事の中止 

給水装置工事の承認を受けた者が当該承認に係る給水装置工事を中止したとき、又 

は取り消す場合は、直ちに「給水装置工事取消届」（給水条例施行規程第 2 号様式）を 

管理者に提出しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


